
（平成２２年１１月１７日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 15 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 14 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 3 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認石川地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



石川国民年金 事案 373  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成７年４月から８年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和48年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年６月から８年３月まで 

    申立期間当時は、大学生であり年金制度について関心が薄く、国民年

金保険料を納付していなかったが、就職したころに母親に納付を頼み、

母親がさかのぼって保険料を納付したはずであり、申立期間の保険料が

未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る国民年金保険料の納付について、その母親に

依頼したとしており、申立人自身は関与していないが、その母親は保険料

を納付したことを記憶している。 

また、申立人の母親は、申立期間と時期は異なるものの、その長女につ

いての国民年金保険料を、申立人の保険料と同様にさかのぼって納付した

記憶があるとしており、その記録はオンライン記録で確認できる上、その

次女についても未納無く保険料を納付していることから、納付意識が高か

ったものと思われる。 

しかし、オンライン記録及び申立人の戸籍の附票によると、申立人の国

民年金手帳記号番号は平成８年２月ごろに払い出され、その際、被保険者

資格を20歳到達時にさかのぼって取得したと推認される上、申立人に別の

記号番号が払い出された形跡は見当たらないことから、申立期間の一部は、

保険料納付の時効期限を経過していること、申立人の母親がさかのぼって

保険料を納付したとする時期（平成８年春ごろ）及び納付金額などを考慮

すると、母親は、申立期間のうち、平成７年度の保険料を現年度納付した

とみるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成７年４月から８年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                      

  

石川厚生年金 事案 361 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失

日に係る記録を昭和 40 年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

２万 2,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 39 年 12 月 30 日から 40 年１月１日まで 

私は、Ａ社Ｂ工場からＣ社Ｄ営業所へ昭和 40 年１月１日付けで転勤

したと思っていたのに、39 年 12 月 30 日及び 31 日の２日間が厚生年金

保険の未加入期間となっている。年末休みの時であるが、退職などして

おらず継続して勤務していたはずなので、厚生年金保険の加入期間と認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された労働者名簿から判断すると、申立人が、申立期間に

おいて同社に継続して勤務し（Ａ社Ｂ工場からＣ社Ｄ営業所に異動）、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

なお、異動日については、当該労働者名簿に「昭和 40 年 月 日 Ｃ

社Ｄ営業所へ転籍」（月日は空白）と記載されていること、及びＣ社Ｄ営

業所での雇用保険の加入記録が昭和 40 年１月１日となっていることから、

申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日を同年１月１日とすることが妥当

である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 39 年 11 月の健康保険

厚生年金保険被保険者原票の記録から、２万 2,000 円とすることが妥当で

ある。 



                      

  

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連

資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 



                      

  

石川厚生年金 事案 362    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における被保険者記録の

うち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 31 年４月 10 日）及び資格取得日

（昭和 31 年 10 月１日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を１万

8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31 年４月 10 日から同年 10 月１日まで 

私は、Ａ社で昭和 23 年 11 月から 53 年２月まで継続して勤務してい

たはずであるが、厚生年金保険の記録では、31 年４月 10 日に被保険者

資格を喪失し、同年 10 月１日に再び取得したこととなっており、申立

期間について被保険者であったことを認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人は、Ａ社において昭和 23 年 11 月１日

に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、31 年４月 10 日に資格を喪失後、

同年 10 月１日に同社において再度資格を取得しており、同年４月から同

年９月までの被保険者記録が無い。 

しかし、当時の社員名簿（昭和 31 年９月１日現在）には、申立人の氏

名が記載されている上、同僚等の供述及び雇用保険の記録から、申立人が、

Ａ社に継続して勤務していたことが認められる。 

また、申立人が自身と業務内容が同じであったとする４人の厚生年金保

険の被保険者記録は、被保険者期間を通じて継続している上、ほかの同僚

についても、申立期間中に空白期間は確認できない。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間において厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間前後のオンライン



                      

  

記録から、１万 8,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていな

いにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを記録することは考え

難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取

得の届けを行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

31 年４月から同年９月までの保険料の納入の告知を行っておらず（社会

保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料

に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期

間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

石川厚生年金 事案 363 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成 18 年７月 20 日に支給された賞与において、110 万円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、申立てに係る標準賞与額の記録を 110 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18 年７月 20 日 

    平成 18 年７月 20 日に賞与を支給されたが、賞与支払届が提出されて

いなかったため、厚生年金保険の記録に収録されていないので、記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与金支給明細書から、申立人は、110 万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に

対し行っていないことを認めていることから、これを履行していないと認

められる。 

 



                      

  

石川厚生年金 事案 364 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成 18 年７月 20 日に支給された賞与において、117 万円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、申立てに係る標準賞与額の記録を 117 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18 年７月 20 日 

    平成 18 年７月 20 日に賞与を支給されたが、賞与支払届が提出されて

いなかったため、厚生年金保険の記録に収録されていないので、記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与金支給明細書から、申立人は、117 万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に

対し行っていないことを認めていることから、これを履行していないと認

められる。 



                      

  

石川厚生年金 事案 365 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成 18 年７月 20 日に支給された賞与において、148 万円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、申立てに係る標準賞与額の記録を 148 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18 年７月 20 日 

    平成 18 年７月 20 日に賞与を支給されたが、賞与支払届が提出されて

いなかったため、厚生年金保険の記録に収録されていないので、記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与金支給明細書から、申立人は、148 万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に

対し行っていないことを認めていることから、これを履行していないと認

められる。 



                      

  

石川厚生年金 事案 366 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成 18 年７月 20 日に支給された賞与において、150 万円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、申立てに係る標準賞与額の記録を 150 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18 年７月 20 日 

    平成 18 年７月 20 日に賞与を支給されたが、賞与支払届が提出されて

いなかったため、厚生年金保険の記録に収録されていないので、記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与金支給明細書から、申立人は、150 万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に

対し行っていないことを認めていることから、これを履行していないと認

められる。 



                      

  

石川厚生年金 事案 367 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成 18 年７月 20 日に支給された賞与において、96 万円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、申立てに係る標準賞与額の記録を 96 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18 年７月 20 日 

    平成 18 年７月 20 日に賞与を支給されたが、賞与支払届が提出されて

いなかったため、厚生年金保険の記録に収録されていないので、記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与金支給明細書から、申立人は、96 万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に

対し行っていないことを認めていることから、これを履行していないと認

められる。 



                      

  

石川厚生年金 事案 368 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成 18 年７月 20 日に支給された賞与において、110 万円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、申立てに係る標準賞与額の記録を 110 万円

に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18 年７月 20 日 

    平成 18 年７月 20 日に賞与を支給されたが、賞与支払届が提出されて

いなかったため、厚生年金保険の記録に収録されていないので、記録の

訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与金支給明細書から、申立人は、110 万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に

対し行っていないことを認めていることから、これを履行していないと認

められる。 

 



                      

  

石川厚生年金 事案 370 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日を平

成 13 年 10 月１日に、資格喪失日を同年 12 月 20 日とし、申立期間の標準

報酬月額を 13 万 4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13 年 10 月１日から同年 12 月 20 日まで 

    Ａ社から発行された平成 13 年 11 月分の給与支給明細書で２か月分の

社会保険料が控除されている。申立期間について厚生年金保険被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給与支給明細書等により、申立人は、平成 13 年

８月１日から同年 12 月 19 日までＡ社に勤務し、申立期間の厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与支給明細書の厚生年金

保険料控除額から、13 万 4,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

申立人がＡ社に勤務していた期間におけるオンライン記録の整理番号に欠

番が無いことから、申立人に係る社会保険事務所（当時）の記録が失われ

たとは考えられない上、資格の取得及び喪失のいずれの機会においても社

会保険事務所が申立人に係る記録の処理を誤るとは考え難いことから、事

業主から社会保険事務所へ資格の得喪等に係る届出は行われておらず、そ

の結果、社会保険事務所は、申立人に係る平成 13 年 10 月及び同年 11 月

の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

石川厚生年金 事案 371 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のう

ち平成４年４月から同年８月までの期間については 16 万円、４年９月に

ついては 15 万円、４年 10 月及び同年 11 月については 16 万円、４年 12

月から６年３月までの期間については 15 万円、６年４月については 14 万

2,000 円、６年５月から同年７月までの期間については 16 万円、６年８

月については 15 万円、６年９月及び同年 10 月については 16 万円、６年

11 月から８年３月までの期間については 14 万 2,000 円、８年４月から同

年８月までの期間については 17 万円、８年９月については 18 万円、８年

10 月から９年３月までの期間については 17 万円、９年４月から同年 12

月までの期間については 18 万円、10 年２月については 18 万円、10 年３

月から 15 年３月までの期間については 19 万円、15 年４月から同年７月

までの期間については 24 万円、15 年８月については 19 万円に訂正する

必要がある。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成４年４月 21 日から 15 年９月 11 日まで 

 申立期間において、Ａ社における厚生年金保険加入記録の標準報酬

月額が実際の支給金額より低い額となっているので訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給与支払明細書により確認できる保険料控除額に

見合う標準報酬月額が、申立人のオンライン記録の標準報酬月額を上回っ

ている期間があることが確認できる。 

ただし、厚生年金保険の保険料給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律（以下、特例法という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、



                      

  

これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除

していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく

標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか

低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、給与支払明細書におい

て確認できる保険料控除額から、平成４年４月から同年８月までの期間に

ついては 16 万円、４年９月については 15 万円、４年 10 月及び同年 11 月

については 16 万円、４年 12 月から６年３月までの期間については 15 万

円、６年４月については 14 万 2,000 円、６年５月から同年７月までの期

間については 16 万円、６年８月については 15 万円、６年９月及び同年

10 月については 16 万円、６年 11 月から８年３月までの期間については

14 万 2,000 円、８年４月から同年８月までの期間については 17 万円、８

年９月については 18 万円、８年 10 月から９年３月までの期間については

17 万円、９年４月から同年 12 月までの期間については 18 万円、10 年２

月については 18 万円、10 年３月から 15 年３月までの期間については 19

万円、15 年４月から同年７月までの期間については 24 万円、15 年８月に

ついては 19 万円に訂正する必要がある。 

一方、申立期間のうち平成 10 年１月については、申立人の給与支払明

細書等により認定できる申立人の標準報酬月額が、オンライン記録の標準

報酬月額を上回っていることを確認できないことから、特例法による保険

給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

給与支払明細書において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額と

オンライン記録における標準報酬月額が長期にわたり一致していないこと

から、事業主は、給与支払明細書で確認できる保険料控除額に見合う報酬

月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該報酬

月額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

   



                      

  

石川厚生年金 事案 372 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の、申立期間に係る標準報酬月額については、当該期間のうち昭

和 55 年４月から同年８月までの期間を７万 2,000 円、55 年９月を８万円、

56 年１月から同年３月までの期間を７万 2,000 円、56 年４月から同年 12

月までの期間を８万 6,000 円、57 年１月から同年 12 月までの期間を９万

8,000 円、58 年１月から同年 12 月までの期間を 10 万 4,000 円、59 年４

月から同年９月までの期間を 11 万円、60 年１月から同年９月までの期間

を 11 万 8,000 円、61 年４月から同年９月までの期間を 12 万 6,000 円、

平成３年１月を 16 万円、３年２月から同年４月までの期間を 17 万円、４

年１月から同年７月までの期間を 18 万円、５年４月から６年９月までの

期間を 22 万円、６年 11 月から７年９月までの期間を 24 万円に訂正する

ことが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55 年４月１日から平成７年 10 月１日まで 

申立期間において、Ａ社における厚生年金保険加入記録の標準報酬月

額が実際の支給金額より低い標準報酬月額になっているので、訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された所得税源泉徴収簿等により確認できる厚生年金保

険料の控除額に見合う標準報酬月額が、申立人のオンライン記録の標準報

酬月額を上回っている期間があることを確認できる。 

ただし、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律（以下、特例法という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、こ

れに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除し



                      

  

ていたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標

準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低

い方の額を認定することとなる。  

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人から提出された

所得税源泉徴収簿等において確認できる保険料控除額により、申立期間の

うち昭和 55 年４月から同年８月までの期間を７万 2,000 円、55 年９月を

８万円、56 年１月から同年３月までの期間を７万 2,000 円、56 年４月か

ら同年 12 月までの期間を８万 6,000 円、57 年１月から同年 12 月までの

期間を９万 8,000 円、58 年１月から同年 12 月までの期間を 10 万 4,000

円、59 年４月から同年９月までの期間を 11 万円、60 年１月から同年９月

までの期間を 11 万 8,000 円、61 年４月から同年９月までの期間を 12 万

6,000 円、平成３年１月を 16 万円、３年２月から同年４月までの期間を

17 万円、４年１月から同年７月までの期間を 18 万円、５年４月から６年

９月までの期間を 22 万円、６年 11 月から７年９月までの期間を 24 万円

に訂正することが妥当である。  

 一方、申立期間のうち昭和 55 年 10 月から同年 12 月までの期間、59 年

１月から同年３月までの期間、59 年 10 月から同年 12 月までの期間、60

年 10 月から 61 年３月までの期間、61 年 10 月から平成２年 12 月までの

期間、３年５月から同年 12 月までの期間、４年８月から５年３月までの

期間及び６年 10 月については、申立人の所得税源泉徴収簿等により認定

できる標準報酬月額が、オンライン記録の標準報酬月額を上回っているこ

とを確認できないことから、特例法による保険給付の対象に当たらないた

め、あっせんは行わない。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

申立人の所得税源泉徴収簿等において確認できる標準報酬月額とオンライ

ン記録における標準報酬月額が、長期にわたり一致していないことから、

事業主は、所得税源泉徴収簿等で確認できる保険料控除額に見合う報酬月

額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該報酬月

額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

石川厚生年金 事案 373 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 47 年 10 月 1 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を９万

2,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年９月 30 日から同年 10 月１日まで 

    私は、専従役員としてＡ社からＢ事業所へ異動したのに、申立期間の

厚生年金保険記録が欠落している。申立期間について厚生年金保険被保

険者であったことを認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された退職金支給決裁書及び雇用保険の加入記録から、申

立人は、申立期間に同社に継続して勤務し（昭和 47 年 10 月１日にＡ社か

らＢ事業所（現在は、Ｃ事業所）に異動）、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の昭和 47 年８月の

社会保険事務所（当時）の記録から、９万 2,000 円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は不明としているが、Ａ社が保有する健康保険厚生年金保険被保険

者資格喪失確認通知書における資格喪失日が昭和 47 年９月 30 日と記載さ

れていることから、事業主が同日を資格喪失日として届出を行い、その結

果、社会保険事務所は、申立人に係る同年９月の保険料について納入の告

知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後

に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 



                      

  

石川厚生年金 事案 374 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場

における資格喪失日に係る記録を昭和 47 年１月１日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を４万 8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年 12 月 31 日から 47 年１月１日まで 

昭和 47 年１月１日付けでＡ社Ｃ工場からＤ営業所に転勤した際、１

日の空白期間があるが、同社に継続して在籍していたはずであり、申立

期間について被保険者であったことを認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＢ社から提出された人事記録により判断すると、申

立人はＡ社に継続して勤務し（昭和 47 年１月１日にＡ社Ｃ工場から同社

Ｄ営業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の昭和 46 年 11 月の

社会保険事務所（当時）の記録から、４万 8,000 円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が資格喪失日を昭和 47 年１月１日と届け出たにもかかわらず、社

会保険事務所がこれを 46 年 12 月 31 日と記録するとは考え難いことから、

事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申

立人に係る同年 12 月の厚生年金保険料の納入の告知を行っておらず（社

会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険

料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立

期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

石川厚生年金 事案 375 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 32 年４月 1 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 6,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32 年３月 31 日から同年４月１日まで 

    Ａ社での厚生年金保険の資格喪失日が昭和 32 年３月 31 日となってお

り、社名をＢ社に変更したＡ社での厚生年金保険被保険者資格の取得日

が同年４月１日となっているが、社名が変わっただけで、同社Ｃ工場に

継続して勤務しており、社会保険料も控除されていた。申立期間につい

て同社の厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の適格退職年金契約の一時金請求書により、申立人は、昭和 31

年４月に入社し、平成５年６月に退職するまで、Ａ社Ｃ工場、次いで同工

場が分社化されて新たに設立されたＢ社及び同社から昭和 59 年 10 月に社

名変更したＤ社（平成 17 年 10 月＊日にＥ社と合併）に継続して勤務した

ことが確認できる。 

また、複数の同僚の供述から、申立期間前後の業務内容等に変更は無く、

雇用形態に変更は無かったものと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の昭和 32 年２月の

社会保険事務所（当時）の記録から、6,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、



                      

  

事業主は不明としているが、Ａ社から提出された申立人の健康保険厚生年

金保険被保険者資格喪失届における資格喪失日が昭和 32 年３月 31 日と記

載されていることから、事業主が同日を資格喪失日として届出を行い、そ

の結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入

の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、そ

の後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を

含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

 



                      

  

石川厚生年金 事案 369 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年５月１日から 51 年３月 31 日まで 

    私は、昭和 50 年４月に、美容室に祖母を迎えに行った際、ルートセ

ールスで来ていたＡ社の事業主と会い、同年５月、同社に採用された。

健康保険証をもらったことを記憶しており 51 年３月に退社している。

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

元事業主及び同僚の供述から、勤務期間は特定できないものの、申立人

がＡ社で勤務していたことはうかがえる。 

しかし、元事業主は、「申立人に健康保険証を渡したことはない。従業

員数が少ないので会社として厚生年金保険に加入していない。」と供述し

ており、厚生年金保険の適用事業所名簿及びオンライン記録においても、

Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となっていることは確認できない。 

また、元事業主及び同僚は、いずれも、従業員数が５人未満である旨の

供述をしており、Ａ社は、申立期間当時に厚生年金保険の適用を受ける必

要の無い事業所であったと考えられる。 

さらに、申立期間において、元事業主及び同僚は、いずれも、厚生年金

保険に加入しておらず、国民年金に加入し保険料を納付していることが確

認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

石川厚生年金 事案 376 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29 年５月１日から同年 12 月 30 日まで 

             ② 昭和 30 年１月４日から同年４月 30 日まで 

             ③ 昭和 30 年５月１日から 31 年１月 31 日まで 

私は、昭和 29 年５月にＡ地区のＢ社工事現場事務所に採用され、現

場の事務を執っていた。その現場での工事が終わると次の現場事務所で

採用されるなどして、結局Ｃ方面の３か所の現場事務所で働いた。その

後、現場主任の勧めでＢ社のＤ支店に採用された。現場事務所で働いて

いたころから、会社から健康保険証が交付されていたが、厚生年金保険

への加入が 31 年２月１日となっていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録によれば、申立人のＢ社Ｄ支店における資格取得日は昭

和 29 年５月 21 日とされている上、同社人事部から在籍証明書が提出され

ていることから、申立人は、申立期間に同社に勤務していたことが確認で

きる。 

しかし、当時の現場事務所の上司は、「現場事務所での採用と支店にお

ける採用では、雇用条件に相違があった」と述べている上、現場事務所の

従業員の給与を担当していた者は、「現場事務所における従業員について

は、健康保険及び雇用保険には加入していたが、厚生年金保険へは積極的

に加入していなかった」と述べている。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者期間中に被保険者記録のある女子

職員のうち 15 人に照会したところ、現場採用と回答した者は２人しかお

らず、その２人もその後に支店勤務となっており、勤務先が現場事務所の

みの加入者は確認できないことから、Ｂ社Ｄ支店では現場事務所採用の者

と支店等の採用の者では取扱いに違いがあり、現場事務所勤務の事務職員

は厚生年金保険に加入させていなかった状況がうかがえる。 



                      

  

このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

石川厚生年金 事案 377 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成元年１月から９年２月まで 

申立期間においてはＡ社に勤務していたが、厚生年金保険加入記録の

標準報酬月額は実際の報酬額より低い額となっている。調査の上、本来

の標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由    

申立人から提出された給料支払明細書に記載されている支給額に見合う

標準報酬月額は、申立人が主張するとおり、オンライン記録の標準報酬月

額を上回っていることが確認できる。  

 しかし、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することと

なるところ、当該給料支払明細書に記載されている保険料控除額に見合う

標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額を上回っていないことが

確認できる。  

 また、申立期間のうち、申立人から給料支払明細書が提出されていない

期間について、Ａ社の経理を担当していた会計事務所から提出された申立

人に係る社会保険料の控除に関する資料を確認したが、控除額及び報酬月

額に見合う標準報酬月額のいずれか低い方の額は、いずれの月も、オンラ

イン記録の標準報酬月額を上回っていないことが確認できる。  

 このほか、申立期間について、申立人の標準報酬月額の記録に誤りがあ

ることをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。  

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 


